
亀 山 市 告 示 第 ４ ２ 号  

 亀 山 市 不 妊 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の

よ う に 定 め る 。  

  令 和 ２ 年 ３ 月 ３ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

   亀 山 市 不 妊 治 療 費 助 成 金 交 付 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  

 

 亀山市不妊治療費助成金交付要綱（平成１７年亀山市告示第１９９

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ４ 条 第 １ 項 中 「 入 院 費 」 の 次 に 「 、 文 書 料 」 を 加 え 、 「 及 び

第 ８ 条 の 規 定 に よ る 申 請 時 に 必 要 な 不 妊 治 療 に 係 る 証 明 に 要 し た

経 費 」 を 削 る 。  

第 ７ 条 中 「 （ 三 重 県 」 の 次 に 「 そ の 他 の 地 方 公 共 団 体 」 を 加 え 、

「 当 該 三 重 県 」 を 「 こ れ ら 」 に 改 め る 。  

  附  則  

 こ の 告 示 は 、 令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

  

 

 

   

 

 

 


